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養
老
町
斎
苑
の
事
務
検
査
に
関
す
る
決
議

地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
務
の
検
査
を
行
う
も
の
と
す

る
。

記

一
、
検
査
事
項

養
老
町
斎
苑
「
清
華
苑
」
の
運
営
業
務
に
係
る
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項

二
、
検
査
方
法

関
係
書
類
及
び
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
。

( 1 )

検
査
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
条
及
び
委
員
会
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
十
人
で

( 2 )
構
成
す
る
養
老
町
斎
苑
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
し
て
行
う
。

三
、
検
査
権
限

本
議
会
は
、
一
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
を
行
う
た
め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
権

限
を
養
老
町
斎
苑
特
別
委
員
会
に
委
任
す
る
。

四
、
検
査
期
限

養
老
町
斎
苑
特
別
委
員
会
は
、
一
に
掲
げ
る
検
査
が
終
了
す
る
ま
で
、
閉
会
中
も
な
お
検
査
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。



（
理
由
）

本
検
査
は
、
養
老
町
斎
苑
の
「
清
華
苑
」
勤
務
の
嘱
託
職
員
に
よ
る
公
金
の
着
服
に
つ
い
て
、
執

行
機
関
の
事
務
処
理
の
実
態
や
真
相
を
把
握
し
、
再
発
防
止
に
向
け
て
の
適
正
化
を
図
り
、
ま
た
、

今
後
の
議
会
の
監
視
機
能
や
政
策
機
能
の
発
揮
に
万
全
を
期
す
た
め
行
う
。


